
Ｒ3.4.1　現在

△ △ △
月額 27,350円
（所得制限有り）

障がい者福祉担当

○ ○ ○

掛金1口9,300円～23,300円（1人 2
口加入可）※加入者（保護者）の年
齢が65歳未満であること

障がい者福祉担当

○ ○ ○ ○

自己負担額は医療費の1割負担（た
だし、所得に応じて月額自己負担上
限額あり）

障がい者福祉担当

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

埼玉県内のタクシー会社で全て利
用可能

町指定の給油所で利用可能

自己負担有り 社会福祉協議会

○ ○ ○ 各取扱店

福祉タクシー利用料金・自動車
燃料費補助

○ ○

●タクシーを利用した場合の利用料金の補助
（年間1人　36枚利用券の交付　1枚で初乗り運賃相当額のみ補助）
●ガソリンを給油した場合の燃料費の補助
（年間1人　12枚利用券の交付　1枚で500円分の補助）
※どちらかを選択、または併用（規定の組合せから選択）

あんしんサポートネット 　　　該当する方 障害をお持ちの方に生活支援相談員が訪問し、福祉サービスの利用手続きの代行を行います。

障がい者福祉担当

携帯電話の割引

（基本料金・付加機能使用料） 各携帯電話事業者によって、それぞれ割引制度があります。

ショートステイ

福祉サービスの利用を希望する方は、介護給付・訓練等給付の支給申請が必要です。
自己負担額はサービス費用の1割
負担（ただし、所得に応じて月額自
己負担上限額あり）

障がい者福祉担当ホームヘルプサービス

グループホーム

特別障害者手当
在宅の重度障害者で、常に特別の介護を要する状態にある方（病院等に3ヶ月以上入院している
方・施設入所者除く）。

心身障害者扶養共済制度
加入者(保護者）が死亡・重度障害状態になったときに障がい者に年金を支給します（年金 1口
20,000円／月　年金 2口 40,000円／月）。

自立支援医療制度 通院医療で精神障害の治療を受ける場合、その医療の9割を各医療保険と公費で負担します。

宮　代　町

福祉サービス

障害の等級等

内　　　　　　容 備　　　考 窓　　口
1 2 3

その他
の該当

春日部税務署

町民税担当住民税　特別障害者控除　1級　30万円　、　一般障害者控除　2・3級　26万円

税の軽減（障害者控除） 〇 ○ ○

所得税　特別障害者控除　1級　40万円　、　一般障害者控除　2・3級　27万円

○ ○ △
年額 1級 976,125円
年額 2級 780,900円

年金担当

○ 1級（月額5,000円）　9月・3月支給 障がい者福祉担当

△は、一部該当
裏面に続く

○償還払い（町外医療機関）
○現物給付（町内医療機関）
※所得制限あり

障がい者福祉担当

在宅重度心身障害者手当
町内居住の精神障害者1級の方へ支給されます（特別障害者手当等の受給者・施設入所者を除
く）。　※所得制限あり

障害基礎年金
年金加入後に病気や事故で障害者となった場合(20歳前に初診のある方は無年金でも支給します
（所得制限有り）。

重度心身障害者医療費 ○ △

65歳未満の方が1級を取得された場合、保険診療分の医療費を助成します（精神病床への入院分、
保険外診療、食事療養費は支給対象外）。

65歳前から1、2級の手帳をお持ちの方が、65歳～74歳時に後期高齢者医療保険に加入した場合、
保険診療分の医療費を引き続き助成します（保険外診療、食事療養費は対象外）。



世帯全員が非課税

1級（ただし、世帯主（受信契約者）
であること）

△ △ △ 写真つきの手帳が必要 各バス会社

○ 障がい者福祉担当

○ ○
1級（ただし、自立支援医療制度利
用者）

普通自動車
→県税事務所・自動車税
事務所
軽自動車
→町民税担当

○ ○ ○

・障害者手帳の提示（障害者手帳に
代えてミライロIDの提示でも免除と
なります。）

【詳しくはホームページで】
https://mirairo-
id.jp/place/miyashiro-town/

各施設窓口

（必要書類）　申立書、申立手数料、
登記印紙、郵便切手、戸籍謄本、住
民票、成年後見に関する登記事項
証明書、診断書

障がい者福祉担当

△は、一部該当

　【関係機関連絡先】

　＊宮代町社会福祉協議会　０４８０－３２－８１９９

　＊春日部税務署　０４８－７３３－２１１１

　＊埼玉県自動車税事務所　春日部支所 ０４８－７６３－４１１１　　

　＊春日部県税事務所　０４８－７３７－２１１０

　＊ＮＨＫ さいたま放送局営業部　０４８－６００－６７１１（10：00～17：00）

　＊宮代町役場　０４８０－３４－１１１１　（内線：　障がい者福祉担当 ３２６・３２７　　年金担当 ３１７・３１８　　町民税担当 ２３２・２３３）　　　　　

バス運賃の割引 写真つきの手帳の提示により割引を受けられるバス会社があります。

避難行動要支援者の名簿登録制
度

地震や風水害の災害時、自力で避難できない方の名簿を登録しています。

自動車税等の減免
手帳の1級を交付されて自立支援医療制度を利用されている方、又は同居の家族、常時介護する方
が取得し、所有する自動車（手帳所持者の通院のために使用するもの）については、手続きをするこ
とにより、自動車税又は軽自動車税が減免になります。

公共施設の減免

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方は使用料が免除となりま
す。

対象施設：町内循環バス、コミュニティセンター進修館、新しい村、はらっパーク宮代、公民館、宮代
町総合運動公園、宮代町立図書館、和戸駅・姫宮西口駐輪場

成年後見者制度 該当する方

判断能力が十分でない方を保護するための制度です。
（例）家を売りたい時、福祉サービスを受けたい時　など
一人で行うには不安がある時や一人ではできない時に利用する制度です。
なお、4親等以内の親族がいない場合は、町が審判の請求を行います。

ＮＨＫ各営業所
手帳1級の交付を受けた方が世帯主（受信契約者）である場合は、手続きすることにより、半額免除
されます。

福祉サービス

障害の等級等

内　　　　　　容 備　　　考 窓　　口
1 2 3

その他の
該当

ＮＨＫ放送受信料の免除 △ △ △

世帯全員が非課税である場合は、手続きをすることにより全額免除されます。


